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事業の概要

　　工業用水道の受水（使用）を検討・希望される方へ

　秋田県工業用水道事業では、現在、茨島地区・向浜地区・八橋地区・土
崎地区・飯島地区・御所野地区の給水契約企業の皆様方に、良質な工業用
水を安定的に供給しております。

　工業用水の受水（使用）を検討または希望される方は、お気軽にご相
談、お問い合わせください。

　秋田工業用水道は、昭和４０年１１月１日、国の指定を受けた「秋田港
湾地区新産業都市建設計画」の一環として、秋田臨海工業地帯の新規立地
企業に工業用水を供給する目的で昭和４３年４月１日建設工事に着手しま
した。
　昭和４６年に一部施設が完成し、同年７月１日から給水を開始しまし
た。引き続き増設工事を行い、昭和４９年３月の工事完成により、給水日
量２０万㎥の施設となりました。
　その後、昭和５９年５月２１日に新産業開発計画に基づくテクノポリス
の指定を受けた秋田市御所野地区の秋田新都市へも供給することとなり、
平成元年、既存の供給地区を拡張するため事前調査設計に着手し、平成３
年９月末に完成しました。
　現在、工業用水は、様々な業種で、多用な用途に使われています。
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　１　　給水のあらまし

　　　　

次の基準に従い工業用水を供給いたします。

※ 努力目標濁度　…　５度以下

３０度以下

濁　　　　 度 １０度以下

　※　詳細は公営企業課にお問い合わせください。

供　給　水　質

水　　　　 温

項　　　　　目

　事業の運営を適正かつ合理的に行い、良質で安価な工業用水道を供給す
るため、次のような条件によりご利用いただいております。
　工業用水の受水（使用）をご検討の際は、予めご相談ください。

製造業（物品の加工修理業を含む。）、電気供給業、ガス供給業及び熱供給
業を供給対象とします。ただし、これらの業種以外であっても「雑用水」と
して供給できる場合があります。

工業用水を使用する場合、一受水者の基本使用水量は１日３００㎥からの

契約となります。なお、新規で共同給水により給水施設の一部を共同によ

り使用する場合などは、一受水者の基本使用水量は１日２００㎥から契約

ができます。

供給の申し込み 受水者は、工業用水の１日当たりの使用水量の予定を定め、所定の申請書
により県へ申し込みをし、供給の承認を受け受水することとなります。

基　　　　　　準

供給対象業種

給　水　施　設 受水者においては、２４時間均等に受水するための自由水面を有する受水
槽を設置することが必要です。この容量は、１時間当たり基本使用水量の
２時間以上、または、時間最大使用水量の２時間以上としています。
また、使用水量を測定する計量器については、受水者の敷地内に受水者の
負担により設置が必要です。

施設の詳細については、別紙「給水施設及び計量器の構造等の基準」を参照してください。

料　金　制　度 料金は、実際の使用水量に関係なく基本使用水量に基づいて料金を支払っ
ていただく「責任水量制」を採用しております。
従いまして、受水者は、基本使用水量を受水者の事情において変更するこ
となく給水開始日より全量責任を持って引き受けていただきます。

　※　実際の使用水量が、上述の基本使用水量未満であっても構いません。ただし、
　　責任水量制により、基本使用水量を基に給水料金が算出されます（後述）。

水素イオン濃度 ｐH値５．５以上８．０以下

供給対象水量
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　２　　料金のしくみ

　　料金　＝　基本料金　＋　超過料金　＋　消費税相当額

① … 基本使用水量（ｍ３/日）×その月の日数（日）×基本料金（円/ｍ３）

② … その月の超過水量（ｍ３/月）×超過料金（円/ｍ３）

③ … （基本料金＋超過料金）× 0.10

超過料金対象

　基本使用水量（契約水量）

使用水量 　実使用水量

（㎥/時）

0　　　 　6　　　  12 　　　　18 　　　 24 （時間）

▼１㎥当たり料金表

▼超過使用水量の算定

▼料金計算例（１カ月を31日とした場合）

　　　基本使用水量１日300ｍ３、月超過水量50ｍ３で受水した場合

　①基本料金 300（ｍ３）×31（日）×15.38（円/ｍ３）＝

　②超過料金 50（ｍ３）×30.76（円/ｍ３）　 　　　　　＝

　③消費税相当額 （ ① ＋ ② ）　×　0.10

　④合計額 ① ＋ ② ＋ ③　　 　　　　　　　　　　　　＝

　

　料金は、基本料金、超過料金及び消費税・地方消費税分加算料金からな
り、月別に次に定めるところにより計算した額の合計額を翌月の末日まで
に納付していただきます。

税込額（参考） （16.918）

料　金　体　系

単価区分 基本料金（円） 超過料金（円）

税抜額 15.38 30.76

　　　当該月における各１日の超過使用水量（１時間単位の使用水量から
        １日当たり基本使用水量の２４分の１を減じて得た水量の合計）の
　　　合計水量

（33.836）

　　　　※　▼料金計算例による　

　　※④合計額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てます

143,034.00 円

1,538.00 円

14,457.20 円

159,029.00 円

① ② ③
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　３　　受水にかかる費用

　受水（使用）にあたっては、次のような費用の負担が必要となります。

　工業用水の引き込みについては、工業用水道本管からの分岐を含め全て
受水者の負担です。また８年毎の計量器の更新など、給水施設の管理は受
水者に行っていただきます。ただし、給水施設施工完成後は本管から分岐
した最初の制水弁の一次側までは県の管理となります。

受水槽

計量器制水弁
工
業
用
水
道
本
管

給水施設

（受水者の管理）（県の管理）

配水施設

管
理
境
界

受水者の負担工事

（引き込み配管・計量器・受水槽設置）

給 水 開 始 後 の 財 産 上 の 管 理 区 分

排水弁

計量記録装置

ストレーナ
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　４　　受水開始にいたるまで

　受水するにあたっては、次のような書類手続きが必要となります。

●受水工場名、受水場所

●基本使用水量、１時間均等予定使用水量

●給水開始希望年月日

１２０日前までに申請

　　　▼

●工事の場所、工事の種別

●工事の内容、工事期間

●工事施工業者名

６０日前までに届出

　　　▼ 工事完成：給水施設施行完成届

●受水工場名、受水の場所

●使用開始の期日

●中止・廃止時の他、基本使用水量の変更時も含む

　　　●

　　　●

　　　●

　　　▼

　　　▼

　給水開始までには、受水事業所の所在地及び給水量により２～３年間を
要する場合もあります。また、供給承認及び基本使用水量変更承認の申請
にあたっては、事前に給水条件等についての協議を行い、それに基づき、
承認申請をしていただくことになりますので、お早めにご相談ください。

県の承認

ご 不 明 な 点 が ご ざ い ま し た ら 公 営 企 業 課 ま で お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。

工業用水供給承認通知書

県の承認

受水者の負担で引き込み配管工事と受水槽設置工事を行う。

提出書類等の取り扱いは、秋田県公式webサイト美の国あきたネット掲載の
「 秋 田 県 工 業 用 水 道 届 出 等 様 式 」 を ご 参 照 く だ さ い 。

県の承認

検針（読み始め）

給水開始

工業用水供給
承認申請書

●
●
●

給水施設工事
施行届

●
●
●

工業用水使用
開始届

●
●
●

検針
(定例日)

使用水量通知書
→料金請求
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　５　　受水に関する注意事項

　

「秋田工業用水道事業連絡協議会」
　全ての受水者は秋田工業用水道事業連絡協議会に加入していただくこと
になります。
　この協議会は、工業用水道事業の健全な発展を促進するために、工業用
水道事業に関する意見・情報の交換、資料の作成配布、及び会員相互の連
携と親睦を図ることを目的としております。
　※加入料・年会費はございません。

　受水にあたっては、工業用水道の健全な発展及び安定供給のため、次の
注意事項をお読みください。

「責任水量制」
　本県工業用水道事業では、契約後における基本使用水量の減量、廃止は
過大な施設規模の経営を余儀なくされ、料金を低水準に維持することが困
難となり、他の受水者に迷惑をかけることとなるため、原則認めておりま
せん。

　※ただし、やむを得ない理由が認められた場合においては、この限りで
　　はございません。以下のルールが、上述の連絡協議会において承認さ
　　れました。
　　　・「撤退ルール」（令和２年１１月１８日）
　　　・「減量ルール」（令和５年　４月１８日）
　　詳細は公営企業課にお問い合わせください。
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      秋田県産業労働部
      公営企業課　工業用水道チーム

　　〒０１０－８５７２

　　秋田市山王３丁目１－１

　　ＴＥＬ　０１８－８６０－５０３５

　　ＦＡＸ　０１８－８６０－５８２４
　　E-mail　koueikigyou@pref.akita.lg.jp

工業用水の受水に関するお問い合わせ先
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